
令和３年２月８日 

 

一般社団法人 日本旅行業協会 

会長 坂巻 伸昭 殿 

 

 

東京国税局課税第二部 

酒類業調整官 

 

 

「ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金」の周知のお願い 

 

 

平素より、税務行政全般に対し、格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、国税庁は、令和３年度予算において「ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金」に係る事

業を実施することになりました。 

当補助金は、インバウドによる海外需要の拡大を目的とし、酒類事業者、観光事業者、交

通機関、地方公共団体等が連携して、国内における酒蔵やワイナリー、ブルワリー等を巡っ

て楽しむことができる周遊・滞在型観光「酒蔵ツーリズム」を推進する取組等を支援するも

のです。 

補助対象者は、酒類事業者を少なくとも１者以上含むグループとなり、観光事業者も酒類

事業者と連携して申請していただくことが可能となるため、傘下会員の皆様に本事業の活用

を検討していただきたいと考えております。 

つきましては、傘下会員の皆様に対し、本事業の周知をお願いいたします。 

 

※１ 公募要領、公募申請書類等については、国税庁ホームページからダウンロードできま

す（https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/index.htm）。 

※２ 本事業は、国会での予算成立が前提となりますので、内容等が変更になることがあり

ます。 

 

 

 （問合せ先） 

 

別添 公募要領Ｐ19～20 をご参照下さい。 

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/index.htm
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